
- 

 

 

 

 

令和５年 

第９回日の出町 

農業委員会議事録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日の出町農業委員会 
 

 

 



農業委員会第９回総会日程 

 

令和５年９月２７日 

役 場 庁 議 室 

 

 

１．開 会 

 

 

２．諸報告 

 

 

３．議事録署名委員の指名 

 

 

４．議 事 

 

（１）議案第 1 号  農地中間管理事業の推進に関する法律第 19 条第 2 項の規定による 

         農用地利用集積等促進計画（案）について 

 

５．閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和５年第９回日の出町農業委員会総会 

 

令和５年９月２７日 

役 場 庁 議 室 

 

 

議席 氏 名 議席 氏 名 

1 青 木   崇  君 9 土 澤 孝 一 君（欠席） 

2 田 中 豊 弘 君 10 坂 本 晴 洋 君 

3 関 根  進  君 11 馬 場 敏 明 君 

5 山 﨑 茂 樹 君 12 野 口 隆 昭 君 

6 松 本 哲 男 君 13 木住野 佑 治 君 

7 和 田  勝  君 14 辻 本 泰 啓 君 

8 天 野 幸 次 君 15 神 田  功  君 

 

 

事務局職員 

 

  事務局長   坂 井  岳 

  事務局次長  布 田  努 

  事務局    宮 林 克 芳 

  



事務局長 すでに欠席の連絡をいただいている方以外は皆さんお揃いですので、只今か 

ら令和 5 年日の出町農業委員会第 9 回総会を開会させていただきます。  

まず初めに神田会長よりご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願い 

いたします。 

 

会 長   皆さん、改めまして、おはようございます。 

本日総会の開催にあたりまして、招集させていただきましたところ、土澤 

委員さんが本日欠席という報告を受けております。本日のご審議をよろしく 

お願いたします。 

 

事務局長 ありがとうございました。 

続きまして、日程３、議事録署名委員の指名及び議事進行につきましては、 

神田会長にお願いしたいと思います。 

 

会 長 ３．議事録署名委員の指名をさせていただきます。１４番辻本職務代理、３ 

番関根委員にそれぞれお願いいたします。本日の欠席は９番土澤委員です。 

それでは、４．議事に入らせていただきます。 

（１）議案第 1 号農地中間管理事業の推進に関する法律第 19 条第 2 項の規 

      定による農用地利用集積等促進計画（案）について、事務局の説明をお願いい 

      たします。 

  

 事務局   （ 説明 ） 

 

 会 長   事務局の説明が終わりました。 

       地区担当は松本委員さんです。説明をお願いいたします。 

        

委 員   おはようございます。それでは説明させていただきます。9 月 25 日に宮林主 

任と私で現地確認をしております。場所は案内図をご覧下さい。 

周辺の営農状況といたしましては、家庭菜園を中心とした耕作が行われてお 

ります。 

当該地の営農状況につきましては、綺麗に耕作されておりまして、夏野菜と 

これから大根などの野菜が栽培されているところであります。これだけ綺麗に 

してあれば十分ではないかと思います。以上です。 

        

会 長    事務局及び松本委員さんの説明が終わりました。 

      委員さん方で意見、質問がありましたらお願いします。本来であれば借り手 

の A さんに総会にお越しいただいて、説明していただきたかったのですが、用 

があり来られないということです。 

 ご質問等ありましたらお願いいたします。馬場委員。 

 



委 員    販売農家という形ではなくても、普通の家庭菜園にやりたいというところで、 

中間管理機構を通してできるのですか。 

 

会 長    事務局。 

 

 事務局   可能です。のちほど東京都農業会議の B さんから中間管理の説明をしていた 

だきます。 

  

委 員   面積は関係ないということですか。 

 

B さん   中間管理機構が借り受けるにあたっての最低面積は特に定めがなくて、国の 

方針としますと、地域計画の達成に資するように中間管理機構を使うようにと 

なっており、その他の地域につきましても、市町村からの案の提出等要望があ 

りましたら行うものとするというふうに法律もなっていますし、中間管理事業 

の事業規定もその様な形で、今回法律改正に合わせてさせていただきましたの 

で、今後地域計画が出来た地域内においては、面積の大小関係なしに地域計画 

で、そこをどう使っていくというのが決まれば、貸し借りは普通に行いますし、 

それ以外の地区においても、要望がありさえすれば行うということです。 

 今のところ、この面積だから駄目ですよという話しは出ていませんし、販売 

農家でないと駄目ですよとかありません。中間管理事業の貸借の中で確認し 

なければいけない項目というのが、常時従事要件、全部効率要件が基本的要件 

になっています。今まで島しょ部ですと、家庭菜園的な人でも貸し借りという 

実績はございます。 

 

会 長   他に質問等ございますか。 

      ご意見、ご質問がないようですので、（１）議案第 1 号農地中間管理事業 

の推進に関する法律第 19 条第 2 項の規定による農用地利用集積等促進計画（案） 

について、決定としてよろしい委員さんは挙手をお願いいたします。 

 

      （ 挙手多数 ） 

 

会 長   挙手多数ですので、本案件は決定といたします。 

      以上をもちまして、本総会の日程は終了いたします。 

 

署 名 

    

        

          番               

 

          番               


